
　令和６年度 介護報酬改定

　

今回の改定では、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護

職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援

加算」を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」となるこ

とが決定しました。

なお、この資料は「令和６年３月４日介護保険最新情報Vol.1209」を基に

作成したものです。今後、厚生労働省から発出される通知やQ＆Aの最

新情報も併せてご確認ください。

令和５年度　名護市介護長寿課　集団指導資料④

　（令和６年３月　名護市介護長寿課　介護給付・保険料係）
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処遇改善加算等の計画書
の作成・提出について



令和６年４月から計画書の様式が変更となります。

近日中に名護市ホームページに様式を掲載予定ですが、下記の

厚生労働省ホームページ内に掲載されている様式からも作成可

能です。

介護職員処遇改善支援補助金については…

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

介護職員の処遇改善 （厚生労働省ホームページ）

計画書の提出先は、沖縄県高齢者福祉介護課です。

詳しくは沖縄県ホームページでご確認ください。

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/kaigofukushi/1007256/1025812/index.html



令和６年４月及び５月の旧３加算の算

定並びに６月以降の新加算の算定に

係る計画書の提出期日

令和６年４月15日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※郵送で提出する際は以下の点にご注意ください。

・封筒には「処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。

・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用

  封筒と届出書２部（提出用、事業所控え）を同封してください。

・返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。

計画書と一緒に

提出する書類

必着

（注）上記届出は「サービスごと」に提出してください。
　　   例 ： 地域密着型通所介護と総合事業通所型サービスなど

https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2020031200024/


